
広島市規則第８号

令和８年３月１１日

広島市職員住宅貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市職員住宅貸与規則の一部を改正する規則

広島市職員住宅貸与規則（昭和２６年３月２２日広島市規則第８９号）

の一部を次のように改正する。

第３条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第

４号を第３号とする。

第４条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号と

し、第４号を第３号とする。

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とし、第８条を第

７条とする。

第９条第１項及び第２項中「市長公館及び」を削り、同条を第８条とし、

第１０条から第１３条までを１条ずつ繰り上げる。

第１４条ただし書を削り、同条を第１３条とし、第１５条から第１８条

までを１条ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


